
部　長 次　長 主　任

住　  所

団 体 名

代表者名

電話番号

１　開館は９時、閉館は午後５時とする。開館時間変更がある場合は変更時間内とする。

２　市関係者行事については、その通知書の写しを添付する。

３　使用変更又は取り消しについては、速やかに届出のこと。

４　使用後、直ちに現状に回復し掃除をした上で、係員の点検を受け返還する。

５　建物・備品及び諸物件を損傷したときは、市長の定める額の損害賠償をすること。

６　使用権利の譲渡又は転貸はしないこと、

７　使用料の減免を受けたいときは、申し出ること。

８　受付は、申請月を含めて３ヶ月前までとする。

※　注   意

５　特別設備の有無と内容

６　使　用　料　金

令和　　年　　月　　日（　　）　　時　　分～　　時　　分４　使　用　日　時

　    　代表取締役　石井　宏司　様

記

１　使　用　目　的

２　使  用  施  設  名 

３　使　用　人　数

中部ビル保善株式会社

決　裁

掛川市老人福祉センター山王荘使用許可申請書

下記のとおり老人福祉センターの使用を許可くださるようお願いします。

令和　　年　　月　　日

担当者


